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保育所の待機児問題の抜本的な解決を求める意見書  

 

保育問題が、国政の重大課題になっています。希望しても認可保育

所に入れない子どもが続出している中で「保育園に落ちたの私だ」と

いう運動が日本中に広がりました。 

問題の所在がどこにあるかというと、ひとつは、「認可保育所が決定

的に足りない」ということ、もうひとつは「保育士の労働条件が劣悪

なため、保育士が不足している」ということです。  

 ところが政府の対策はこの根本解決に背を向けて、いっそうの規制

緩和と詰め込み、保育内容の切り下げを行おうというもので、公的責

任を放棄するものです。 

 認可保育所の増設をはじめ、国と自治体が保育への公的責任を果た

すことを強く求められています。今日の事態を解決するためには、「認

可保育所の増設」と「保育士の賃上げなど労働条件改善」という問題

の根本的な対策を緊急に行うことが必要です。  

待機児問題の解決は、認可保育所を緊急に増設することを大原則に

して、３０万人分、約３０００カ所の認可保育所を緊急に増設するこ

とです。当面の緊急対策は認可保育所が建設されるまでの間の「一時

的な措置」であること、保育士の配置など「保育の質」を確保するこ

とを明確にする必要があります。 

保育士の低賃金は、国の基準が低すぎることによってもたらされて

います。認可保育所の運営費、いわゆる「公定価格」を算出する際の

人件費が低すぎることが、全産業平均より月約１０万円も賃金が低い

事態をつくりだし、保育士不足の最大の原因となっています。国の基

準を直ちに見直すべきです。保育士の配置基準が実情に見合わないた

めに、賃金を国の基準よりさらに下げて保育士やパートを配置してい

るために、いっそうの低賃金をつくりだしています。保育士の賃上げ

と配置基準の引き上げが必要です。以上のことから、以下の緊急対策

を強く求めます。 

 

（１） 保育所待機児童問題は、認可保育所の増設で解決することを原

則として確立し、３０万人分（３０００カ所）の認可保育所を緊急に

増設すること。 

 

（２） 保育士の賃上げと、保育士配置基準の引き上げという二つの方

向で待遇改善のために国の基準を引き上げること。  

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  
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